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１．SR-SaaSシステムの利用 

 （１）SR-SaaSシステムの利用環境 

    マイクロソフト社がサポート対象としているWindowsOSとInternet Explorerの環境が必要になります。 

① Windows のバージョン 

Windows 7 Service Pack 1 

Windows 8  

Windows 8.1 

Windows 10 

② Internet Explorer のバージョン 

利用OSでの最新の Internet Explorer(※Windows10のEdgeでは利用不可能です) 

    詳しくは取扱説明書の「接続手順」をご覧ください。 

 

 （２）SR-SaaSシステムのログイン 

    SR-SaaSシステムは、次のＵＲＬからログインします。 

SR-SaaSシステムは、ＩＤ／ＰＷ通知書（もしくは連絡票）に記載のＵＲＬからログイ 

ンします。 

 

 

①配布済みのユーザーIDを「SAAS¥」の後ろに、入力します。 

②パスワードを入力（大文字・小文字は区別されます。）します。 

③セキュリティは、「公共または共有のコンピューター」を選択します。 

④サインインをクリックします。 

① 

接続エラーとなった場合は、ここに解決方法が記載

されていますので、クリックしてください。 

SR-SaaS に関するお知らせを

記載します。 

取扱説明書が記載され

ています。 

② 

③ 

④ 
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（３）「SR-SaaS」の起動 

①RemoteAppプログラムの中にある「SR-SaaSシステム」アイコンをクリックします。 

 

 

②RemoteAppの確認が表示されますので「接続」をクリックします。 

           

 

③「資格情報を入力してください。」のダイアログが表示されます。（表示されない場合もあります） 

           

   

 

       ユーザー名 :「SAAS¥xxxx」 配布済みのユーザーIDの前に「SAAS¥」を付加して入力します。 

パスワード：配布済みパスワードを入力し、「OK」をクリックします。 

 

    ④RemoteAppの確認が表示されますので「はい」をクリックします。 
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２．SR-SaaSの業務機能 

  SR-SaaSシステムには、台帳機能、雇用保険被保険者機能、年度更新機能があります。 

 

（１） 事業所名簿 

  SR-SaaSシステムを起動すると事業所名簿が最初に表示されます。 

  ＳＲ会員個々の委託事業所だけが事業所名簿の一覧として表示されますので、処理する事業所を選択しま 

す。 
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（２） 基本台帳 

  ＳＲ事務局システムで管理している委託事業所及び被保険者の情報を扱います。 

 

【事業所台帳】 

事業所名簿で選択された事業所の基本情報を表示します。 

画面上位には事業所の本社情報、画面下部の「事務組合」には事務組合で使用する委託事 

業所情報が表示されます。「雇用保険」には雇用保険で使用する委託事業所情報が表示されます。

ただし、いずれの場合も SR会員は入力・変更はできません。 

また、「社会保険」、「労働保険」及び「事業所情報」は使用できません。 

SR事務局で入力を行うので、情報に誤りがあればSR事務局に連絡を入れて下さい。 

    事業所台帳の事務組合タブ 

 

      

▼印をクリッ

クすると、この

事業所に係る

他の番号が表

示されます。 

クリックすると、こ

の番号に加入してい

る特別加入者が表示

されます。 

他の委託事業所が表

示されます。 
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事業所台帳の雇用保険タブ 

      

 

【従業員名簿】 

基本台帳メニュー「3 従業員名簿」では従業員台帳で登録された従業員の一覧を表示します。 

閲覧のみで入力は出来ません。「4 従業員台帳」で入力を行います。 

 

【従業員台帳】 

基本台帳メニュー「3  従業員名簿」では雇用保険被保険者の従業員の情報を入力・表示します。 

画面上位には従業員の基本情報、画面下部の「労働保険」には労災保険と雇用保険に関する情報が 

表示されます。なお、「社会保険」、「扶養家族」及び「従業員情報」は使用できません。 

   

  ※委託替・個別からの委託等新規取得者以外は、下欄右の「新規作成」をクリックして入力します。または 

    直接従業員コードを入力でも新規入力が行えます。また、届出用紙で届け出た場合もその内容・結果を従 

    業員台帳に入力を行って下さい。 

受理日、伝達日等を入力できる

処理簿があります。 

委託替、個別からの委託の場合

は、「新規作成」→「事務処理簿」

に入力して下さい。 

労災種別は労災保険に加入し

ている場合は労働保険番号の

選択と労働者のチェックを行

って下さい。 

雇用保険事業所と雇用種別の

労働保険番号の選択と労働者

のチェックを行って下さい。

電子申請で使用します。 

▼印をクリッ

クすると、この

事業所に係る

他の番号が表

示されます。 
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＜ 従業員台帳 必須入力項目 ＞ 

 － 画面上部 －    － 画面下部 － 

① 従業員氏名 (漢字・ﾌﾘｶﾞﾅ)      ① 資格取得年月日 

② 性別       ② 加入区分（加入時） 

③ 生年月日      ③ 離職等年月日（資格喪失時） 

④ 郵便番号・住所     ④ 被保険者番号 

⑤ 電話番号      ⑤ 職種 

⑥ 入社年月日      ⑥ 就職経路 

⑦ 退社年月日（資格喪失時）    ⑦ 一週間所定勤務労働時間 

       ⑧ 被保険者種類・区分 

       ⑨ 雇用保険事業所 

       ⑩ 雇用種別・労働保険番号 

        ⑪ 「事務処理等」ボタン 

 ※「①従業員氏名」の入力については注意事項(P74)を参照ください。 

 

【テキスト取込】 

  従業員の情報がExcel等のデータがあれば従業員台帳へ取込むことができます。 

  詳しくは後述(P66)をご覧ください。 

 

（３） 雇用保険被保険者メニュー 

    雇用保険被保険者の届出を行なう際の入り口となる画面です。 

    届出は電子申請に代わりますので、必ずこの画面を経由して届出業務を行います。 

 

※事業所名が表示されない場合は、左上欄「ＳＲ事務局名▼」をクリックし選択し直した後、 

右欄「事業所名▼」から指定してください。 

 

事業所の基幹番号を選択し表

示する。 ▼をクリックし，

処理する事業所

を表示する。 
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（４）年度更新 
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３．電子申請の概要 

（１）電子申請の対象 

    SR-SaaSシステムは、SR事務局を介して雇用保険被保険者の電子申請を行います。 

    利用可能な届出は次の通りです。 

   ①被保険者資格取得届 ：被保険者ごとに1回のみ電子申請できます。 

   ②被保険者資格喪失届 ：被保険者ごとに1回のみ電子申請できます。 

但し喪失届提出後の離職票の提出を行う事ができます。 

   ③氏名変更届 

   ④転勤届 

   ⑤高齢給付・月額証明書 

   ⑥育児給付・月額証明書 

   ⑦介護給付・月額証明書 

    ⑧個人番号登録・変更届出書 

 

 （２）電子申請の流れ 

    SR-SaaSシステムでは電子申請用のデータ作成までを行ない、e-Gov電子申請システム（以後、e-Gov 

と略記）への送信はＳＲ事務局に委ねます。 

ＳＲ事務局が電子申請を行なうと、e-Govからの結果はSR-SaaSに反映されます。メールは届きません。 

SR会員は、SR-SaaSにログインして、届出のその後を閲覧・公文書印刷・管理することになります。 

(以前のシステムの様に e-Govのパーソナライズに入っての確認とはなりません。) 

 

 
SR会員 

                  ・・・ 資格取得届、資格喪失届、氏名変更届、 

                      転勤届のデータ、及び添付データ等 

 

 

           電子申請データ 

SR事務局                        e-Gov  

 

                   一括申請 

 

 

                 

                   状況更新 

SR事務局                        ハローワーク 

 

                     状況更新 

 

                             

 

SR会員                        

                                         

 

     

SR-SaaSシステム 

電子申請データの作成 

SR事務局システム 

電子申請の実施 

API 

電子申請の受付 

雇用保険システム 

  各種届出処理 

SR事務局システム 

電子申請の状況更新 

SR-SaaSシステム 

申請結果の確認 

公文書ダウンロード 

賃金の登録のみとなります。 

支給申請等は会員が個別申請等で行って下さい。 
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４．雇用保険電子申請 

  電子申請を行う前に、該当する事業所を表示しe-Govに送られる基本情報を確認して下さい。 

 

（１）基本情報の確認 

  基本情報の表示は、雇用保険被保険者タブの「14 基本情報確認」ボタンをクリックします。 

「基本情報データ入力」画面が表示されます。 

   

 

（２）基本情報の内容 

    基本情報は次の形式で表示されます。 

    上位部分が申請者としてＳＲ事務局、下位部分に連絡先としてSR会員の情報が表示されます。 

     ＊印の項目は必須です。項目の不足が無いか、内容に間違いが無いか、電子申請前に必ず 

確認して下さい。誤りがあれば、SR事務局に連絡し訂正後に電子申請を行なって下さい。 

        

※ 初めて電子申請するときには、必ず右下の「チェック」を押下してください。 

誤りがあればその部分が赤くなります。 

該当する事業所を表示して、

基本情報を確認する。（例え

ば、事業所名、提出先、担当

社労士フリガナ、住所、

e-mail アドレス等が違う場

合など） 
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（３）雇用保険資格取得届 

    委託事業所の被保険者を入力し、被保険者資格取得届の電子申請を行います。 

    ※被保険者資格取得届の電子申請は、被保険者毎に1回のみ行うことができます。 

 

１）被保険者情報の入力 

     被保険者の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力して下さい。 

ただし、「電子申請データ作成日」と「電子申請送信日」は、電子申請を行なった結果として 

表示されるため、この2項目は入力できません。 

 

入力項目 入力内容 

事業所コード 委託事業所の事業所コードを入力します。 

従業員コード 委託事業所に登録される従業員コードを入力します。 

個人番号 １２桁の個人番号を入力します。 

拒否または別途届出の場合は電子申請備考欄に理由を入力します。 

確認用(個人番号) １２桁の確認用の個人番号を入力します。 

個人番号と確認用で同一の必要があります。 

事業所番号 該当する事業所番号を選択します。 

被保険者番号 雇用保険の被保険者番号を入力します。 

再取得で番号がわからない場合は0以外の1から9の番号 

を連続で入力して下さい。新規取得の場合は入力不要です。 

取得・変更区分（必須） 取得・変更区分を入力します。 

被保険者名（必須） 被保険者の名前、フリガナを入力します。 

フリガナは「被保険者名」を入力すると自動的に入力されます。 

氏名は全角１５文字、半角３０文字入力可能。（アルファベット可） 

フリガナは３０文字まで入力可能。 

苗字と名前の間は1文字空けて下さい。 
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変更前の氏名 被保険者の氏名が変わった場合、変わる前の氏名、フリガナを入力し

ます。（旧姓など）フリガナは「変更前の氏名」を入力すると自動的に

入力されます。 

性別（必須） 被保険者の性別を選択します。 

生年月日（必須） 被保険者の生年月日を入力します。 

被保険者区分（必須） 被保険者の区分を選択します。 

被保険者となった年月日

（必須） 

被保険者となった年月日を入力します。 

賃金支払いの態様（必須） 被保険者に対する賃金の支払い方法を入力します。 

賃金月額（必須） 被保険者に支払う賃金の月額を入力します。（千円単位） 

雇用形態（必須） 被保険者の雇用形態を入力します。 

職種（必須） 被保険者の職種を入力・選択します。 

就職経路（必須） 被保険者の入社時の就職経路を選択します。 

郵便番号／住所 ７桁の郵便番号を入力します。自動的に住所を検索して、住所（上段）

に表示しますので、番地等を補完してください。 

電話番号 被保険者の電話番号を入力します。 

入社年月日 被保険者が入社した日付を入力します。 

一週間所定勤務労働時間 

（必須） 

一週間の所定勤務労働時間を入力します。 

契約期間の定め（必須） 契約期間の定めの有無を選択します。 

契約期間（契約期間の定

め有の時、必須） 

契約期間を登録して下さい。 

更新条項の有無 更新条項の有無を選択します。 

６ヵ月以上使用見込みの

有無 

６ヵ月以上使用見込みの有無を選択します。 

１年以上使用見込みの有

無 

１年以上使用見込みの有無を選択します。 

 

２）外国人の設定 

被保険者が外国人の場合、「外国人｢F7｣」から外国人登録を行います。 

表示された「外国人」画面からの外国人の情報を登録します。 
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各項目を設定した後、「設定[F6]」から外国人情報を登録します。 

①ローマ字氏名 ：半角大文字アルファベットで40字以内で入力します。 

     名と姓の間は1文字開けて下さい。 

②国籍   ：国籍コード、国名を入力します。 

   国籍コードは「検索」を使用して探すことができます。 

 
 

該当行を選択し「確定」ボタンを押下することで、「外国人」画面の国籍欄に

国籍コードと国名が追加されます。 

   ③在留資格   ：在留資格のコード、名称を入力します。 

      コードは「検索」ボタンを使用して探すことが出来ます。 

 

    該当行を選択し「確定」ボタンを押下することで、「外国人」画面の在留資格欄に 

    在留資格のコードと名称が設定されます。 

 

   ④在留期間(西暦) ：在留期間の最終日を西暦(年月日)で入力します。 

   ⑤資格外活動許可：「有」、「無」のいずれかを選択します。 

    ⑥勤務区分      ：次のいずれかを選択します。 

       「１：事業所以外就労する」 

       「２：１に該当しない」 
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３）被保険者情報の登録 

被保険者の情報を全て入力した後、「雇用保険被保険者入力・資格取得届」画面の最下段にある[登 

録]ボタンをクリックして下さい。 

次の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると入力データが登録されます。 

   

※未入力項目があると、データの更新はできますが、｢電子申請｣はできません。 

 

 

 

資格取得届に個人番号を記載できない場合はその理由を、被保険者番号が不明の場合は前職を、 

電子申請備考に入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考欄への記載事項はここに入力 
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４）電子申請の実行 

データが登録されると自動的に電子申請画面が表示されます。 

     ここでは、被保険者情報以外の電子申請に必要な情報を入力し電子申請を行います。 

 

ａ）添付ファイルの設定 

添付ファイルの設定画面が表示されますので、参照をクリックして添付するものを選択して、 

上段に資料の名称を入力し、届出に必要な添付ファイルを付加します。 

※添付ファイルの制限事項についてはP74を参照してくだい。 

 

    ｂ）電子申請の操作 

     電子申請画面上で必要事項を入力した後、[e-Gov申請]ボタンをクリックすることで、 

電子申請が行なわれます。 

電子申請データは、後続の「送信履歴管理」に登録され、管理されます。 
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（４）雇用保険氏名変更届 

登録済み被保険者の氏名が変わった場合、氏名変更届の電子申請を行ないます。 

 

 

 

１）被保険者情報の入力 

     被保険者の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力して下さい。 

ただし、「電子申請データ作成日」と「電子申請送信日」は、電子申請を行なった結果として 

表示されるため、この2項目は入力できません。 

入力項目 入力内容 

事業所コード 委託事業所の事業所コードを入力します。 

従業員コード 委託事業所に登録されている従業員コードを入力します。 

変更後の氏名（必須） 

フリガナ 

 

変更後の被保険者の氏名を入力します。 

フリガナを入力します。 

フリガナは「変更後の被保険者氏名」を入力すると自動的に入力されます。

必要に応じて修正入力します。 

氏名は全角１５文字、半角３０文字まで入力可能。（アルファベット可） 

フリガナは３０文字まで入力可能。 

苗字と名前の間は1文字空けて下さい。 

氏名変更年月日 

（必須） 

氏名変更となった日付を入力します。 

被保険者番号（必須） 雇用保険の被保険者番号を入力します。 

被保険者名（必須） 

フリガナ 

被保険者の名前、フリガナを入力します。 

フリガナは「被保険者名」を入力すると自動的に入力されます。 

氏名は全角１５文字、半角３０文字入力可能。 

フリガナは３０文字まで入力可能。 

その他の項目に 

ついて 

入力内容が表示されますので必要に応じて追加修正入力します。 
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２）被保険者情報の登録 

被保険者の情報を全て入力した後、「雇用保険被保険者 氏名変更届」画面の最下段にある[登録] 

ボタンをクリックして下さい。 

次の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると入力データが登録されます。 

           
 

３）電子申請の実行 

データが登録されると自動的に電子申請画面が表示されます。 

    ここでは、被保険者情報以外の電子申請に必要な情報を入力し電子申請を行います。 

 

ａ）添付ファイルの設定 

添付ファイルの設定画面が表示されますので、参照をクリックして添付するものを選択して、 

上段に資料の名称を入力し、届出に必要な添付ファイルを付加します。 

※添付ファイルの制限事項についてはP74を参照してくだい。 

 

    ｂ）電子申請の操作 

      [e-Gov申請]ボタンを押下して電子申請を行います。 

電子申請データは、後続の「送信履歴管理」に登録され、管理されます。 
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（５）雇用保険転勤届 

転勤してきた被保険者の、転勤届の電子申請を行ないます。 

あらかじめ従業員台帳に該当被保険者の情報を登録しておく必要があります。 

    

 

１）被保険者情報の入力 

     被保険者の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力して下さい。 

ただし、「電子申請データ作成日」と「電子申請送信日」は、電子申請を行なった結果として 

表示されるため、この2項目は入力できません。 

入力項目 入力内容 

事業所コード 委託事業所の事業所コードを入力します。 

従業員コード 委託事業所に登録されている従業員コードを入力します。 

被保険者番号（必須） 被保険者番号を入力します。 

生年月日（必須） 被保険者の生年月日を入力します。 

被保険者氏名 被保険者氏名を入力します。 

氏名は全角１５文字、半角３０文字まで入力可能。（アルファベット可） 

フリガナ 

（被保険者氏名） 

被保険者氏名のﾌﾘｶﾞﾅを入力します。 

３０文字まで入力可能。苗字と名前の間は1文字空けて下さい。 

ローマ字氏名 被保険者が外国人の場合、ローマ字氏名を入力します。 

４０文字まで入力可能。苗字と名前の間は1文字空けて下さい。 

被保険者となった年月日

（必須） 

被保険者の資格を取得した日付を入力します。 

転勤前の事業所番号（必

須） 

転勤前の事業所番号を入力します。 

転勤年月日（必須） 転勤した日付を入力します。 

転勤前の事業所名（必須） 転勤前の事業所名を入力します。 

転勤前の住所 転勤前の住所を入力します。 

転勤届出年月日（必須） 届出年月日を入力します。 

 



18 

 

２）被保険者情報の登録 

被保険者の情報を全て入力した後、「雇用保険被保険者 転勤届」画面の最下段にある[登録]ボタンを 

クリックして下さい。 

次の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると入力データが登録されます。 

           
 

３）電子申請の実行 

データが登録されると自動的に電子申請画面が表示されます。 

     ここでは、被保険者情報以外の電子申請に必要な情報を入力し電子申請を行います。 

 

ａ）添付ファイルの設定 

     添付ファイルの設定画面が表示されますので、参照をクリックして添付するものを選択して、 

上段に資料の名称を入力し、届出に必要な添付ファイルを付加します。 

※添付ファイルの制限事項についてはP74を参照してください。  

     

    ｂ）電子申請の操作 

      [e-Gov申請]ボタンを押下して電子申請を行います。 

電子申請データは、後続の「送信履歴管理」に登録され、管理されます。 
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（６）雇用保険資格喪失届・離職証明書 

登録済み被保険者が退職・雇用喪失した場合、資格喪失届の電子申請を行ないます。 

    ※被保険者資格喪失届の電子申請は、被保険者毎に1回のみ行うことができます。 

    但し喪失届提出後の離職票の提出を行う事ができます。 

 

 

１）被保険者情報の入力 

     被保険者の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力して下さい。 

ただし、「電子申請データ作成日」と「電子申請送信日」と「届出後離職票作成日」と「届出後離職票

送信日」は、電子申請を行なった結果として表示されるため、この4項目は入力できません。 

 

入力項目 入力内容 

事業所コード 委託事業所の事業所コードを入力します。 

従業員コード 委託事業所に登録されている従業員コードを入力します。 

個人番号 １２桁の個人番号を入力します。 

拒否または登録済みの場合は社会保険労務士欄 付記欄に理由を入力します。 

確認用（個人番号） １２桁の確認用の個人番号を入力します。 

個人番号と確認用で同一の必要があります。 

離職等年月日（必須） 離職（退社）した日付を入力します。 

喪失原因（必須） 喪失原因を選択します。 

離職票交付希望 離職票交付希望の有無を選択します。 

※「有」を選択した場合のみ、「離職票[F3]」の入力が出来ます。 

補充採用予定の有無 補充採用予定の有無を選択します。 

原因（必須） 被保険者でなくなったことの原因を入力または、選択します。 

１行目に入力・登録した内容は記憶され、次回より選択可能となります。 

被保険者番号（必須） 被保険者番号を入力します。 

被保険者名・ﾌﾘｶﾞﾅ

（必須） 

被保険者の名前、フリガナを入力します。 

フリガナは「被保険者名」を入力すると自動的に入力されます。 
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氏名は全角１５文字、半角３０文字入力可能。（アルファベット可） 

フリガナは３０文字まで入力可能。 

苗字と名前の間は1文字空けて下さい。 

性別／生年月日 性別、生年月日が表示されます。 

被保険者となった年

月日 

被保険者になった日付が表示されます。 

被保険者となった年

月日（必須） 

被保険者になった日の年月日を入力します。 

加入区分 加入区分にチェックは付けません。｢離職年年月日｣を入力すると自動で外れま

す。（チェックが有ると加入者として扱います。） 

被保険者住所（必須） 被保険者の住所を入力します。 

一週間所定勤務労働

時間（必須） 

一週間の勤務時間を入力します。 

電話番号（離職票交

付有の時、必須） 

被保険者の電話番号を入力します。離職票交付無しの場合は省略可。 

※離職票有りの場合で、被保険者の電話番号が取得できない場合は、とりあえ

ず事業所の電話番号を入力します。 

その他の項目につい

て 

入力内容が表示されますので，必要に応じて追加修正入力します。 

 

  離職票交付希望「無」の場合は、上記項目のみの入力となります。 

 

 

 

資格喪失届（離職票なし）に個人番号を記載できない場合はその理由を、 

社会保険労務士欄 付記欄へ入力してください。 
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２）離職票交付有りでの資格喪失届の入力 

  離職票交付有りの場合、前述までの操作に加え離職票の入力操作が増えます。 

① 離職票交付有りの設定 

 

 

「離職票交付希望」欄で「有」を選択します。 

「有」を選択することにより「離職票[F3]」が使用可能になります。 

 

「離職票[F3]」をクリックすると、次の登録確認メッセージが表示されます。 

「はい」をクリックし入力内容を保存します。 

  

② 賃金支払情報の入力 

「離職票[F3]」を開くと「離職票」画面が開きます。赤枠内の項目を入力します。 
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ａ）賃金支払状況の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力してください。 

 入力項目 入力内容 

離職日の翌日 離職日の翌日が自動表示されます 

賃金支払の態様 給与の種別が表示されます。また、給与種別の変更もできます。 

※「賃金支払の態様」を変更すると、従業員台帳・労働保険タブ「賃金支

払の態様」も同様に設定されます。 

賃金明細行 賃金支払状況等は、２５明細入力できます。 

※賃金未計算時の入力は次ページを参照 

※備考１に「休業５日」、備考２に「15,000円」と入力した場合、備考枠

内に、上下２段（上段：「休業５日」下段：「15,000円」）で配置されます。 

特記事項 ３ヶ月以内の期間ごと、又は年４回以上支払われる賃金がある場合（特別

な手当など支給した場合）は、年月日、手当名、金額を入力します。   

（最大６明細） 

内容 離職理由を選択します。 

 

 

 

 

 

署名捺印なし理

由 

離職者と連絡が取れず、疎明書を添付する場合は、署名捺印なし理由を 

選択します。 

 

 

  

暦 賃金 

※暦を入力する場合、賃金も

入力して下さい。 
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【未計算項目の記入】 

 離職直前の賃金が未計算の場合は「賃金Ａ・Ｂ」欄にカーソルがある状態で「未計算[F4]」を 

 クリックすると「未計算」の文言が挿入されます。(手入力の場合はエラーとなります) 

 

  

 

 

 

   【日付自動設定】 

   賃金データが登録されている場合 

   離職票画面を開いたときに、退職日基準、給与締日基準の月日と賃金が表示されます。 

 

   賃金データが未登録の場合 

   退職日基準、給与締日基準の月日は、「自動配置」ボタンをクリックしたときに表示されます。 

   また、賃金は「０円」の表示になります。 

 
入力が終われば「登録[F6]」をクリックし入力内容を保存します。 
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③ 離職理由の入力 

    「離職理由[F9]」を開くと「離職理由」画面が開きます。 

    画面をスクロールしながら、離職理由を選択、あるいは入力をしてください。 

     

 

① 様式の選択 

     画面右下の様式指定で新様式「30.7以降」を選択してください。 

 

②事業主記入欄・離職理由・具体的事情記載欄（事業主用）の記入 

 

   ｂ）事業主記入欄・離職理由・具体的事情記載欄（事業主用）の記入 

 

    ○ 事業主記入欄の「□」印は、 

クリックでチェックマークを付けます。 

      チェックできるのは1か所のみです。 

 

○ 離職理由の入力は、「□」印をチェックした項目

のみ任意に入力できます。 
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   ｃ）「登録」機能 

    入力が終われば「登録」で入力内容を保存します。この画面には「登録」機能が2種類あります。 

    「登録[F6]」はこの画面の入力内容を保存し、「前画面[Esc]」で離職票画面に戻る場合に使用します。 

    「登録して喪失届画面に戻る[F7]」は登録後、喪失届の画面まで戻ります。 

 

     

      通常は「登録して喪失届画面に戻る[F7]」で登録を行って下さい。 

 

離職票交付希望「無」の場合は、P19下段からP20の項目のみの入力となります。 

 

 

 

資格喪失届（離職票あり）に個人番号を記載できない場合はその理由を、 

社会保険労務士欄 付記欄へ入力してください。 
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３）資格喪失届出後の離職票の入力 

 資格喪失届のみの電子申請を行ったデータが「喪失届出後の離職票交付申請」を処理することができます。 

 

 ※届出用紙で届け出た場合は、離職証明書も用紙での届出になります。 

 ※「離職票交付希望：無」で「データ作成日」が表示されているデータが対象になります。 

 

 入力操作は「３）資格喪失届（離職票有り）の入力」（P21 参照）と同様です。 

 

① 資格喪失届の入力 

  

 a) 離職交付希望 

  「無」で登録されているのを「有」に選択し直します。 

  ※「有」に選択し直すと「登録」ボタンが「離職票交付」ボタンに換わります。 

                      

※参考 

 以下の場合、「登録」ボタンが表示され「離職票交付」ボタンには切り換わりません。 

 ・電子申請で資格喪失届出を処理していない場合 

 ・既に資格喪失届（離職票交付あり）の処理を行った場合 

 ・既に資格喪失届出後の離職票交付申請の処理を行った場合 

 

 b) 住所・電話番号欄 

  離職票交付無しの場合、郵便番号・住所・電話番号は未入力で申請が可能でしたが、離職票交付時 

   には必須入力になります。入力して下さい。 
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 「届出後離職票作成日」「届出後離職票送信日」は電子申請を行った結果が表示されます。 

 

 ②離職票・離職理由の入力 

 「離職票[F3]」ボタンより離職票・離職理由の入力画面へと進みます。 

 入力方法は「３）資格喪失届（離職票有り）の入力」(P21)と同様です。 

 「賃金支払情報の入力」(P22)、「③離職理由の入力」(P24)を参照ください。 

資格喪失届出後の離職票交付の場合は、上記項目のみの入力となります。 

 

４）関係届出事務等処理簿の入力 

     ［処理日[F5]］に資格喪失届の処理日付を入力します。 

       

①受託年月日    ：ＳＲ会員が電子申請を実施した日付 

②届出年月日    ：ＳＲ事務局がe-Govに電子申請を行なった日付 

③受理年月日    ：ＳＲ事務局がe-Govに電子申請を行なった日付 

④伝達年月日    ：e-Govの審査が終了し、手続が終了した日付 

⑤担当職員     ：委託事業所を担当している事務局の職員 

⑥離職票No     ：公文書の8桁の交付番号（バーコード付きで表記） 

⑦職票受領方法   ：「電子申請」固定 

⑧職票受領年月日  ：e-Govの審査が終了し、手続が終了した日付 
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５）被保険者情報の登録 

被保険者の情報を全て入力した後、「雇用保険被保険者 資格喪失届・離職証明書」画面の最下段にある 

「登録[F6]」ボタンをクリックして下さい。 

次の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると入力データが保存されます。 

           
 

６）電子申請の実行 

データが登録されると自動的に電子申請画面が表示されます。 

     ここでは、被保険者情報以外の電子申請に必要な情報を入力し電子申請を行います。 

  ※離職票交付希望「無」の場合 

  

ａ）添付ファイルの設定 

     添付ファイルの設定画面が表示されますので、参照をクリックして添付するものを選択して、 

上段に資料の名称を入力し、届出に必要な添付ファイルを付加します。 

※添付ファイルの制限事項についてはP74を参照してくだい。 

 

    ｂ）電子申請の操作 

      [e-Gov申請]ボタンを押下して電子申請を行います。 

電子申請データは、後続の「送信履歴管理」に登録され、管理されます。 
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 ※離職票交付希望「有」・資格喪失届出後の離職票交付の場合の電子申請実行 

 区分は離職票交付希望「有」の場合は「資格喪失届・離職証明書」が選択され、 

 資格喪失届出後の離職票交付の場合は「喪失届提出後の離職票交付申請」が選択されます。 

  

添付ファイルの設定画面が表示されますので、届出に必要な添付ファイルを付加します。 

※添付ファイルの制限事項についてはP74を参照してくだい。 

※「本人の確認書」あるいは「事業主の疎明書」を必ず添付してください。 

 

 

下段の参照をクリックして添付するものを選びます。ファイル名は自動的に表示され、上段に添付資料の

名称を入力して下さい。 

氏名等は旧字等環境依存文字を添付する等の場合にはファイルの名称にその文字を使用するとエラーにな

ります。 



30 

 

ａ）「離職証明書」欄の設定 

     離職票に離職者の承認を記入する場合、⑮欄・⑯欄の「離職者氏名を出力する」の設定を 

  ONにして下さい。 

          ※離職票の「署名捺印なし理由」が選択されていない場合、必須項目となるので⑮欄・⑯欄の 

「離職者氏名を出力する」の両方を選択し、⑯欄の離職理由に異議「有」、「無」のどちらかを 

選択して下さい。 

 

ｂ）「疎明書自動添付」欄の設定 

     被保険者の「確認書」を取得できない場合、疎明書を添付する必要があります。 

     疎明書を添付する場合、「添付有」を選択し理由を入力して下さい。 

     理由の標準文言は「出社なき為、捺印できず」ですが、別の文言を入力して使用することもできます。 

     尚、疎明書の添付を指定すると、ここで指定した文言を記入した疎明書を事務局が添付します。 

 

    c）電子申請の操作 

      [e-Gov申請]ボタンを押下して電子申請を行います。 

電子申請データは、後続の「送信履歴管理」に登録され、管理されます。 

 

 被保険者資格喪失届（離職票交付あり）に必要な添付書類 

 離職票交付ありの場合は、離職票の記載内容に関する被保険者の確認書、あるいは事業主の  

疎明書のいずれかを添付する必要があります。紙ベースの被保険者署名押印に相当します。 

 

【被保険者の確認書】             【事業主の疎明書】 

 



31 

 

 基本的には「本人の確認書」を添付することになりますが、被保険者本人からの取得が難しい場合は 

「事業主の疎明書」を添付する必要があります。 

「本人の確認書」の事業所欄は委託事業所となりますが、「事業主の疎明書」の事業所欄は、労働保険事 

務組合の場合は、「東京ＳＲ経営労務センター」の押印になります。 

 

d）疎明書自動添付（Ｐ２９電子申請実行画面を参照） 

被保険者の「確認書」を取得できない場合、疎明書を添付する必要があります。 

疎明書を添付する場合、「添付有」を選択し理由を入力して下さい。 

理由の標準文言は「出社なき為、捺印できず」ですが、別の文言を入力して使用することもでき 

ます。 

尚、疎明書の添付を指定すると、ここで指定した文言を記入した疎明書を事務局が添付します。 

 

e）確認書の準備 

資格喪失届・離職票（交付有り）の場合、被保険者の確認書あるいは疎明書の添付が必要です。 

疎明書はSR-SaaSシステムが東京SR経営労務センターの押印をした疎明書を自動的に作成します 

が、確認書は被保険者の捺印が必要であり SR会員が事前に準備します。 

 

 ・確認書の印刷メニュー 

  雇用保険被保険者画面の「離職票確認書・疎明書」から確認書の印刷を行います。 
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・確認書の印刷 

 「疎明書」は電子申請時に自動添付されますので、「確認書」のみ印刷可能です。 

 

 

f）電子申請の実行 

  データが登録されると自動的に「ＳＲ電子申請」画面が表示されます。 

  但し、「資格喪失届」では備考欄の入力ができません。 

 

  ◆「電子申請の実行」、その後の「電子申請の状態確認」については、「（３） 雇用保険資格取得届」の 

    操作を参照して下さい。同様の操作になります。 
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（７）高齢給付・月額証明書 

「六十歳到達時等賃金証明書の提出及び高年齢雇用継続給付受給資格確認」の申請を行います。 

 

※SR-SaaS からの電子申請は「高齢雇用継続給付受給資格確認票」と「雇用保険被保険者六十歳到

達時賃金証明書」同時申請のみとなっています。 

「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」については、個別の電子申請または用紙の提出を行って

下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

高齢給付・月額証明書に個人番号を記載できない場合はその理由を、備考欄へ入力してください。 

 

１）被保険者情報の入力 

     被保険者の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力して下さい。 

ただし、「電子申請データ作成日」と「電子申請送信日」は、電子申請を行なった結果として 

表示されるため、この2項目は入力できません。 

 

入力項目 入力内容 

事業所コード 委託事業所の事業所コードを入力します。 

従業員コード 委託事業所に登録されている従業員コードを入力します。 

個人番号 １２桁の個人番号を入力します。 

拒否または登録済みの場合は備考欄に理由を入力します。 

（確認）（個人番号） １２桁の確認用の個人番号を入力します。 

個人番号と確認用で同一の必要があります。 

被保険者番号（必須） 雇用保険の被保険者番号を入力します。 

資格取得年月日（必

須） 

資格を取得した年月日を入力します。 

性別 被保険者の性別を選択します。 

被保険者名（必須） 変更後の被保険者の氏名を入力します。 
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フリガナ 

 

フリガナを入力します。 

フリガナは「変更後の被保険者氏名」を入力すると自動的に入力されます。

必要に応じて修正入力します。 

氏名は全角１５文字、半角３０文字まで入力可能。（アルファベット可） 

フリガナは３０文字まで入力可能。 

苗字と名前の間は1文字空けて下さい。 

生年月日 被保険者の生年月日を入力します。 

郵便番号／住所 ７桁の郵便番号を入力します。自動的に住所を検索して、住所（上段）に

表示しますので、番地等を補完してください。 

電話番号 被保険者の電話番号を入力します。 

給付金の種類（必須） 給付金の種類を入力します。 

 １．基本給付金、２．再就職給付金 

申請年月日（必須） 申請を行った年月日を入力します。 

 

 

２）賃金月額証明書の入力 

  ［証明書[F3]］に賃金月額証明書を入力します。 

  ※「離職証明書」と同様の入力方法です。 

① 賃金月額証明書入力画面の呼び出し 

  

「証明書[F3]」をクリックすると、次の登録確認メッセージが表示されます。 

「はい」をクリックし入力内容を保存します。 
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② 賃金月額証明書の入力 

「証明書[F3]」を開くと「賃金月額証明書」画面が開きます。赤枠内の項目を入力します。 

 

 

 

ａ）賃金月額証明書の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力してください。 

 入力項目 入力内容 

６０歳に達した

日等の年月日 

６０歳に達した日等の年月日が自動表示されます 

賃金明細行 賃金支払状況等は、２５明細入力できます。 

※賃金未計算時の入力は次ページを参照 

※備考１に「休業５日」、備考２に「15,000円」と入力した場合、備考枠

内に、上下２段（上段：「休業５日」下段：「15,000円」）で配置されます。 

特記事項 ３ヶ月以内の期間ごと、又は年４回以上支払われる賃金がある場合（特別

な手当など支給した場合）は、年月日、手当名、金額を入力します。   

（最大６明細） 

   ※月額証明書の画面では、賃金データがあれば自動配置で日付および賃金が配置されます。 

    賃金データがない場合には、休業日前までの日付を自動配置をクリックすることで配置できます。 
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【未計算項目の記入】 

 賃金が未計算の場合は「賃金Ａ・Ｂ」欄にカーソルがある状態で「未計算[F4]」を 

 クリックすると「未計算」の文言が挿入されます。(手入力の場合はエラーとなります) 

 

  

 

 

入力が終われば「登録[F6]」をクリックし入力内容を保存します。 

   

３）払渡金融 

「払渡金融」から払渡金融登録を行います。 

表示された「金融機関情報」画面からの金融機関情報の情報を登録します。 

 

各項目を設定した後、「設定[F6]」から金融機関情報を登録します。 

①本支店   ：本店か支店かを選択します。 

 

②銀行コード ：対応する銀行の4桁の数値を入力します。 

    銀行コードは「銀行検索」を使用して探すことができます。 
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該当行を選択し「確定」ボタンを押下することで、「金融機関情報」画面の銀

行コード欄に銀行コードが追加されます。 

また、支店コード一覧は「銀行コード順」、「フリガナ順」、「銀行名順」から並

び替えることが出来ます。 

 

 

③支店コード   ：支店コードを入力します。 

   支店コードは「支店検索」を使用して探すことができます。 

 

該当行を選択し「確定」ボタンを押下することで、「金融機関情報」画面の支

店コード欄に支店コードが追加されます。 

また、支店コード一覧は「支店コード順」、「フリガナ順」、「支店名順」から並

び替えることが出来ます。 

 

   ④金融機関名   ：金融機関の名称を入力します。銀行コード、支店コード検索時に自動で表示も 

されます。 

   ⑤金融機関ﾌﾘｶﾞﾅ  ：金融機関の名称を入力します。銀行コード、支店コード検索時に自動で表示も 

されます。 

    ⑥口座番号(ゆうちょ銀行以外)：ゆうちょ銀行以外の場合、口座番号を入力します。 

    ⑦記号番号(ゆうちょ銀行)：ゆうちょ銀行の場合、記号番号を入力します。 
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４）被保険者情報の登録 

被保険者の情報を全て入力した後、「雇用保険被保険者高年齢雇用継続給付受給資格確認票・賃金月額証明

書」画面の最下段にある[登録]ボタンをクリックして下さい。 

次の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると入力データが登録されます。 

           

 

５）電子申請の実行 

データが登録されると自動的に電子申請画面が表示されます。 

    ここでは、被保険者情報以外の電子申請に必要な情報を入力し電子申請を行います。 

 

  

 

添付ファイルの設定画面が表示されますので、参照をクリックして添付するものを選択して、 

上段に資料の名称を入力し、届出に必要な添付ファイルを付加します。 

※添付ファイルの制限事項についてはP74を参照してくだい。 

 

署名・押印の省略欄の「申請者、証明書の署名欄に「申請について同意済み」を記載する。」にチ

ェックを入れると月額証明書に「申請について同意済み」と表示されます。 

※被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成、保存することで確認書の添付

が省略できるようになりました。 
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ａ）個人番号確認等の添付 

     法令の改定により、個人番号確認用の添付は不要となりました。 

 

    ｂ）電子申請の操作 

      [e-Gov申請]ボタンを押下して電子申請を行います。 

電子申請データは、後続の「送信履歴管理」に登録され、管理されます。 
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（８）育児給付・月額証明書 

「育児休業開始時賃金月額証明書」の申請を行います。 

 

※SR-SaaS からの電子申請は「育児休業開始時賃金月額証明書」のみとなっています。 

「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付支給申請書」については、個別の電子申

請または用紙の提出を行って下さい。 

 

 

１）被保険者情報の入力 

     被保険者の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力して下さい。 

   ただし、「電子申請データ作成日」と「電子申請送信日」は、電子申請を行なった結果として 

表示されるため、この2項目は入力できません。 

入力項目 入力内容 

適用コード 表示されます。 

枝番 表示されます。 

事業所コード 表示されます。 

従業員コード 委託事業所に登録されている従業員コードを入力します。 

被保険者番号（必須） 雇用保険の被保険者番号を入力します。 

資格取得年月日（必

須） 

資格を取得した年月日を入力します。 

性別 被保険者の性別を選択します。 

被保険者名（必須） 

フリガナ 

 

変更後の被保険者の氏名を入力します。 

フリガナを入力します。 

フリガナは「変更後の被保険者氏名」を入力すると自動的に入力されます。

必要に応じて修正入力します。 

氏名は全角１５文字、半角３０文字まで入力可能。（アルファベット可） 

フリガナは３０文字まで入力可能。 

苗字と名前の間は1文字空けて下さい。 

出産休業期間 出産休業期間の年月日の範囲を入力します。 

生年月日 被保険者の生年月日を入力します。 

育児休業開始日（必

須） 

育児休業を開始した年月日を入力します。 

出産日 出産日の年月日を入力します。 
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郵便番号／住所（必

須） 

７桁の郵便番号を入力します。自動的に住所を検索して、住所（上段）に

表示しますので、番地等を補完してください。 

電話番号 被保険者の電話番号を入力します。 

 

２）賃金月額証明書の入力 

  ［証明書[F3]］に賃金月額証明書を入力します。 

① 賃金月額証明書入力画面の呼び出し 

 

「証明書[F3]」をクリックすると、次の登録確認メッセージが表示されます。 

「はい」をクリックし入力内容を保存します。 
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② 賃金月額証明書の入力 

「証明書[F3]」を開くと「賃金月額証明書」画面が開きます。赤枠内の項目を入力します。 

  

 

ａ）賃金月額証明書の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力してください。 

 入力項目 入力内容 

休業を開始した

日の年月日 

休業開始日の年月日が自動表示されます 

賃金明細行 賃金支払状況等は、２５明細入力できます。 

※賃金未計算時の入力は次ページを参照 

※備考１に「休業５日」、備考２に「15,000円」と入力した場合、備考枠

内に、上下２段（上段：「休業５日」下段：「15,000円」）で配置されます。 

特記事項 ３ヶ月以内の期間ごと、又は年４回以上支払われる賃金がある場合（特別

な手当など支給した場合）は、年月日、手当名、金額を入力します。   

（最大６明細） 

休業開始時にお

ける雇用期間 

期間の定めの有無を設定します。 

「有」の場合は期間の入力を行います。 

※月額証明書の画面では、賃金データがあれば自動配置で日付および賃金が配置されます。 

    賃金データがない場合には、休業日前までの日付を自動配置をクリックすることで配置できます。 
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【未計算項目の記入】 

 賃金が未計算の場合は「賃金Ａ・Ｂ」欄にカーソルがある状態で「未計算[F4]」を 

 クリックすると「未計算」の文言が挿入されます。 

 

  

 

 

入力が終われば「登録[F6]」をクリックし入力内容を保存します。 

    

 

４）被保険者情報の登録 

被保険者の情報を全て入力した後、「雇用保険被保険者育児休業給付受給資格確認票・賃金月額証明書」画

面の最下段にある[登録]ボタンをクリックして下さい。 

次の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると入力データが登録されます。 
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５）電子申請の実行 

データが登録されると自動的に電子申請画面が表示されます。 

    ここでは、被保険者情報以外の電子申請に必要な情報を入力し電子申請を行います。 

 

  

 

添付ファイルの設定画面が表示されますので、参照をクリックして添付するものを選択して、 

上段に資料の名称を入力し、届出に必要な添付ファイルを付加します。 

※添付ファイルの制限事項についてはP74を参照してくだい。 

 

署名・押印の省略欄の「申請者、証明書の署名欄に「申請について同意済み」を記載する。」にチ

ェックを入れると月額証明書に「申請について同意済み」と表示されます。 

※被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成、保存することで確認書の添付

が省略できるようになりました。 
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ａ）個人番号確認等の添付 

     法令の改定により、個人番号確認用の添付は不要となりました。 

 

    ｂ）電子申請の操作 

      [e-Gov申請]ボタンを押下して電子申請を行います。 

電子申請データは、後続の「送信履歴管理」に登録され、管理されます。 
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（９）介護給付・月額証明書 

「介護休業開始時賃金月額証明書」の申請を行います。 

 

※SR-SaaS からの電子申請は「介護休業開始時賃金月額証明書」のみとなっています。 

「介護休業給付金支給申請書」については、個別の電子申請または用紙の提出を行って下さい。 

 

 

 

 

１）被保険者情報の入力 

     被保険者の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力して下さい。 

   ただし、「電子申請データ作成日」と「電子申請送信日」は、電子申請を行なった結果として 

表示されるため、この2項目は入力できません。 

入力項目 入力内容 

適用コード 表示されます。 

枝番 表示されます。 

事業所コード 表示されます。 

従業員コード 委託事業所に登録されている従業員コードを入力します。 

被保険者番号（必須） 雇用保険の被保険者番号を入力します。 

被保険者となった年

月日 

被保険者となった日の年月日を入力します。 

被保険者名（必須） 

フリガナ 

 

変更後の被保険者の氏名を入力します。 

フリガナを入力します。 

フリガナは「変更後の被保険者氏名」を入力すると自動的に入力されます。

必要に応じて修正入力します。 

氏名は全角１５文字、半角３０文字まで入力可能。（アルファベット可） 

フリガナは３０文字まで入力可能。 

苗字と名前の間は1文字空けて下さい。 

郵便番号／住所（必

須） 

７桁の郵便番号を入力します。自動的に住所を検索して、住所（上段）に

表示しますので、番地等を補完してください。 

電話番号 被保険者の電話番号を入力します。 

介護休業開始日（必

須） 

介護休業を開始した年月日を入力します。 
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２）賃金月額証明書の入力 

  ［証明書[F3]］に賃金月額証明書を入力します。 

 

① 賃金月額証明書入力画面の呼び出し 

 

「証明書[F3]」をクリックすると、次の登録確認メッセージが表示されます。 

「はい」をクリックし入力内容を保存します。 
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② 賃金月額証明書の入力 

「証明書[F3]」を開くと「賃金月額証明書」画面が開きます。赤枠内の項目を入力します。 

  

 

ａ）賃金月額証明書の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力してください。 

 入力項目 入力内容 

休業を開始した

日の年月日 

休業開始日の年月日が自動表示されます 

賃金明細行 賃金支払状況等は、２５明細入力できます。 

※賃金未計算時の入力は次ページを参照 

※備考１に「休業５日」、備考２に「15,000円」と入力した場合、備考枠

内に、上下２段（上段：「休業５日」下段：「15,000円」）で配置されます。 

休業開始時にお

ける雇用期間 

期間の定めの有無を設定します。 

「有」の場合は期間の入力を行います。 

※月額証明書の画面では、賃金データがあれば自動配置で日付および賃金が配置されます。 

    賃金データがない場合には、休業日前までの日付を自動配置をクリックすることで配置できます。 
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【未計算項目の記入】 

 賃金が未計算の場合は「賃金Ａ・Ｂ」欄にカーソルがある状態で「未計算[F4]」を 

 クリックすると「未計算」の文言が挿入されます。(手入力の場合はエラーとなります) 

 

  

 

 

入力が終われば「登録[F6]」をクリックし入力内容を保存します。 

    

 

４）被保険者情報の登録 

被保険者の情報を全て入力した後、「雇用保険被保険者介護休業給付受給資格確認票・賃金月額証明書」画

面の最下段にある[登録]ボタンをクリックして下さい。 

次の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると入力データが登録されます。 
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５）電子申請の実行 

データが登録されると自動的に電子申請画面が表示されます。 

    ここでは、被保険者情報以外の電子申請に必要な情報を入力し電子申請を行います。 

 

  

 

添付ファイルの設定画面が表示されますので、参照をクリックして添付するものを選択して、 

上段に資料の名称を入力し、届出に必要な添付ファイルを付加します。 

※添付ファイルの制限事項についてはP74を参照してくだい。 

 

署名・押印の省略欄の「申請者、証明書の署名欄に「申請について同意済み」を記載する。」にチ

ェックを入れると月額証明書に「申請について同意済み」と表示されます。 

※被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」を作成、保存することで確認書の添付

が省略できるようになりました。 
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ａ）個人番号確認等の添付 

     法令の改定により、個人番号確認用の添付は不要となりました。 

 

    ｂ）電子申請の操作 

      [e-Gov申請]ボタンを押下して電子申請を行います。 

電子申請データは、後続の「送信履歴管理」に登録され、管理されます。 
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（１０）雇用保険・個人番号登録・変更届出書 

被保険者の、個人番号登録・変更届出書の電子申請を行ないます。 

あらかじめ従業員台帳に該当被保険者の情報を登録しておく必要があります。 

 

１）被保険者情報の入力 

     被保険者の情報は、次の入力項目説明にしたがって入力して下さい。 

ただし、「電子申請データ作成日」と「電子申請送信日」は、電子申請を行なった結果として 

表示されるため、この2項目は入力できません。 

入力項目 入力内容 

事業所コード 委託事業所の事業所コードを入力します。 

従業員コード 委託事業所に登録されている従業員コードを入力します。 

被保険者氏名 被保険者氏名が表示されます。 

フリガナ 

（被保険者氏名） 

被保険者氏名のﾌﾘｶﾞﾅが表示されます。 

 

被保険者番号 被保険者番号が表示されます。 

生年月日 被保険者の生年月日が表示されます。 

性別 被保険者の性別が表示されます。 

届出区分 届出区分を選択します。 

個人番号（必須） １２桁の個人番号を入力します。 

確認（個人番号） 

（必須） 

１２桁の個人番号を入力します。 

個人番号と同一である必要があります。 

変更年月日 (届出区分が「変更」の場合)変更を行った年月日を入力します。 

変更前個人番号（届出区分「変

更」の場合必須） 

１２桁の変更前個人番号を入力します。 

個人番号と異なる必要があります。 

確認（変更前個人番号）（届出

区分「変更」の場合必須） 

１２桁の変更前個人番号を入力します。 

変更前個人番号と同一である必要があります。 

メモ メモを入力します。 

届出年月日 届出年月日を入力します。 
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２）被保険者情報の登録 

被保険者の情報を全て入力した後、「雇用保険被保険者個人番号登録・変更届出書」画面の最下段にある

[登録]ボタンをクリックして下さい。 

次の確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると入力データが登録されます。 

 

３）電子申請の実行 

データが登録されると自動的に電子申請画面が表示されます。 

     ここでは、被保険者情報以外の電子申請に必要な情報を入力し電子申請を行います。 

 

添付ファイルの設定画面が表示されますので、参照をクリックして添付するものを選択して、 

上段に資料の名称を入力し、届出に必要な添付ファイルを付加します。 

※添付ファイルの制限事項についてはP74を参照してくだい。 

ａ）個人番号確認等の添付 

     法令の改定により、個人番号確認用の添付は不要となりました。 

 

    ｂ）電子申請の操作 

      [e-Gov申請]ボタンを押下して電子申請を行います。 

電子申請データは、後続の「送信履歴管理」に登録され、管理されます。 
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５．電子申請と事務等処理簿の連携 

雇用保険被保険者の資格取得届と資格喪失届は、「関係届出事務等処理簿」の記入対象として義務付けられて 

います。また、東京SR経営労務センターでは、得喪以外の手続きについても下図の形態で処理日付を管理 

しています。 

①資格取得届 ②資格喪失届 ③氏名変更届 ④高齢賃金月額証明書 ⑤育児休業月額証明書 

⑥介護休業月額証明書 

 

 

 

SR-SaaS電子申請では、運用ルールを明確化することで、電子申請処理時の処理年月日、および担当職員を 

自動的に事務等処理簿に転記します。また、資格喪失届の「離職票に関する事項」も送信履歴管理の入力デ 

ータをすべて自動で転記します。 

１）受託年月日 ：ＳＲ会員が電子申請を実施した日付 

２）届出年月日 ：ＳＲ事務局がe-Govに電子申請を行なった日付 

３）受理年月日 ：ＳＲ事務局がe-Govに電子申請を行なった日付 

４）伝達年月日 ： e-Govの審査が終了し、手続が終了した日付 

５）担当職員   ：委託事業所を担当している事務局の職員 

 

また、離職票に関しても送信履歴管理の入力データをすべて自動で転記します。 

６）離職票No：離職票の番号（公文書の8桁の交付番号）を入力して下さい。 

７）離職票受領方法：「電子申請」固定 

８）離職票受領年月日：e-Govの審査が終了し、手続が終了した日付 
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６．電子申請の履歴管理 

  SR会員が電子申請を行なうと、電子申請データはSR事務局に引き継がれ、SR事務局から e-Govシステ 

ムに送信されます。最終的にハローワークのシステムで届出処理が行なわれますが、その間の電子申請デー 

タの流れを確認、管理する必要があります。 

以下に、電子申請データの表示確認の方法を説明します。 

 

（１）電子申請履歴の表示 

   雇用保険被保険者タブの[送信履歴管理]ボタンをクリックします。 

  「e-Gov送信案件一覧」画面が表示されます。 
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（２）電子申請履歴の確認 

「e-Gov送信案件一覧」画面に電子申請の履歴と現在の状況が一覧で表示されます。 

    右上、「現在状況」の項目（未送信・処理待ち・到達・審査中・審査終了・手続終了・エラー） 

    にすべてチェックを入れて右の検索クリックするとすべての申請を確認することができます。 

    （チェックにより状況別の確認も可能です。）履歴の一覧から電子申請の現在の状況を確認して 

    ください。 

なお、一覧には自身が申請した履歴のみが表示され、他の会員の情報は表示されません。 

各項目の状態は以下の通りです。 

◇未送信        ：申請は事務局に届いていますが、e-Govへの送信はまだです。 

◇処理待ち・到達・審査中：現在電子申請の手続き中です。 

◇審査終了・手続終了  ：電子申請は終わりました。公文書を確認してください。 

◇エラー        ：事務局からe-Govへ電子申請しましたが、エラーとなりました。 

             エラー個所を訂正の後、前回申請のデータの削除を依頼し再度申請 

が必要です。 

 

 

 

 （３）履歴一覧の表示内容 

項番 項目名 内容 

１ 選択 対象行かどうかのチェック 

２ 社労士コード 会員の社労士コード 

３ 事業所コード 事業所のコード 

４ 事業所名 事業所の名称 

５ 種別 手続の種別 

６ 手続名 雇用保険電子申請の届出名称 

資格取得届 

氏名変更届 

転勤届 

資格喪失届 
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資格喪失届(離職票交付あり) 

資格喪失届提出後の離職票交付 

高齢給付・月額証明書 

休業開始・月額証明書 

個人番号登録・変更届出書 

７ 被保険者名 届出対象の被保険者名 

８ 現在状況 電子申請データの状態表示 

  未送信、処理待ち、到達、審査中、 

審査終了、手続終了、エラー 

※未送信は事務局受領の状況です。 

９ 

１０ 

現在状況 日時 

納付状況 

電子申請データの現在状況の日時 

納付状況の状態表示 

  ※SR-SaaSでは使用しません。 

１１ 補正状況 補正状況の区分の表示 

  あり、なし 

１２ コメント通知 コメント通知の取得日 

１３ 公文書取得日 公文書の取得日 

１４ e-Gov利用者 e-Govシステムの利用者 

１５ 社労士 対象の社労士 

１６ 担当者 対象の担当者 

１７ エラー表示 エラー発生時の内容表示 

１８ 提出先 提出先の公共職業安定所 

１９ 備考 連絡事項等で使用 

また、選択状態は「全選択」ボタンで全て選ぶことが出来、「全解除」ボタンで全ての行のチェックを

外すことが出来ます。 

表示させる項目の表示・非表示は「表示項目」から選択することが出来ます。 
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（４）申請履歴の検索表示 

     送信案件一覧への表示は、以下の検索項目を絞込みができます。 

① 索項目の条件設定 

【設定内容】 

No 項目名 検索方法 補足 

１ 事業所コード 完全一致 6桁の数字のみ 

２ 事業所名 入力文字含むものを検索  

３ 種別 完全一致 コンボボックスのリストに 

社会保険、雇用保険、労働保険を表示 

４ 手続名 入力文字含むものを検索 社労夢での手続名 

５ 被保険者名 入力文字含むものを検索 申請を行う被保険者の名称 

リストに表示していないCSV方式で申請し 

ている人でも検索可能とする。 

６ 現在の状況 申請状態のチェックのつい 

たものをOrで検索 

 

７ 状況日時 日付範囲指定 現在の状態の申請状態の日時を検索する。 

西暦で表示する。 

８ e-Gov利用者 ID 完全一致 登録済みのe-Gov利用者 IDをコンボボック 

スのリストに表示 

９ 担当者 完全一致 事務所設定の職員入力した人をコンボボック 

スのリストに表示 

１０ 社労士 

※固定なので入力不

可 

完全一致 事務所設定の社労士入力した人をコンボボ 

ックスのリストに表示 

１１ 公文書通知  ダウンロード日の範囲 

１２ コメント通知  ダウンロード日の範囲 

１３ 補正通知 完全一致 補正通知の状況 

１４ 納付 完全一致 納付の状況 

１５ 提出先 入力文字含むものを検索 基本情報の提出先 
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 ②申請状態の状況に依る絞込み設定 

 

図の「現在状況」にチェックマークを付けることで、該当する状態の電子申請項目を表示することが出来

ます。 

 

（５）e-Gov送信案件一覧の機能ボタン 

 
  １）「検索結果ファイル出力」ボタン 

    一覧に表示されている内容をCSVデータで出力します。 

  ２）「書類一覧」ボタン 

    電子申請で使用した書類の一覧を表示します。 

３）「状況照会」ボタン 

    電子申請した内容、あるいは e-Govの処理経過などを表示します。 

４）「終了」ボタン 

    e-Gov送信案件一覧を閉じます。 
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（６）「書類一覧」ボタンの使い方 

  電子申請で取り扱われた書類の一覧を表示します。 

 

１）プレビューの操作 

  一覧の中から表示したい項目の行を選択し「プレビュー」ボタンを押下します。 

  選択した文書が表示されます。 

 

２）ファイル保存の操作 

  ①「選択」欄にチェックマークを付けて、保存するファイルを選択します。 

  ②続いて「ファイル保存」ボタンを押下すると、「フォルダの参照」ダイアログが表示されますので、 

   保存先のフォルダを選択します。※セキュリティのエラーが出るため、先にフォルダを作成して下

さい。 

③「OK」ボタンを押下すると選択したファイルが保存されます。 

 

３）保存後、印刷して事業主等へ渡します。 
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（７）「状況照会」画面の使い方 

  電子申請した内容、あるいは e-Govの処理経過などを表示します。

 

上図は、雇用保険・資格取得届を例示しています。 

  

【ボタン機能】 

１）備考登録 ：備考欄に記入したコメントを登録します。 

２）補正通知一覧 ：e-Govから届いた補正通知を一覧で表示します。 

３）書類一覧 ：電子申請で取り扱われた書類一覧を表示します。 

４）履歴表示 ：電子申請の処理履歴を一覧で表示します。 

５）戻る  ：送信案件一覧画面に戻ります。 
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【状況照会】のボタン操作 

１）「補正通知一覧」ボタン 

 e-Govから届いた補正通知を一覧で表示します。 

 

※「取下げ再提出」ボタンは使用できません。 

 

２）「書類一覧」ボタン 

 電子申請で取り扱われた書類一覧の画面が表示されます。 

 画面上の操作は、「（６）「書類一覧」ボタンの使い方」を参照して下さい。 

 

３）「履歴表示」ボタン 

 対象手続きの処理履歴を一覧で表示します。 
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７．バージョンアップ前の電子申請の履歴管理 

 （旧）送信履歴管理画面からはバージョンアップ以前の電子申請の確認を行う事が出来ます。 

 

（１）電子申請履歴の表示 

   雇用保険被保険者タブの[（旧）送信履歴管理]ボタンをクリックします。 

  「申請履歴一覧」画面が表示されます。 

 

 

（２）電子申請履歴の確認 

「申請履歴一覧」画面に電子申請の履歴と現在の状況が一覧で表示されます。 

履歴の一覧から電子申請の内容を確認して下さい。 

なお、一覧には自身が申請した履歴のみが表示され、他の会員の情報は表示されません。 
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 （３）履歴一覧の表示内容 

項番 項目名 内容 

１ 社労士 会員の社労士コード 

２ 事業所コード  

３ 事業所名  

４ 申請名 雇用保険電子申請の届出名称 

資格取得届、氏名変更届、転勤届、 

資格喪失届、資格喪失届(離職票交付あり) 

５ 届出対象者 届出対象の被保険者名 

６ データ処理区分 電子申請データの状態表示 

  申請保留、事務局受領、e-Gov送信中、 

e-Gov送信済、電子申請完了 

７ 

８ 

データ作成日時 

事務局送信日時 

電子申請データの作成日時 

e-Govシステムへの申請データ作成日時 

９ e-Gov送信日時 e-Govシステムに一括申請した日時 

１０ 送信番号 e-Govシステムから通知された送信番号 

１１ 到達番号 e-Govシステムから通知される到達番号 

１２ 完了日時 e-Govシステムから通知される処理完了日時 

１３ 備考 連絡事項等で使用 

 

（４）申請履歴一覧の表示操作 

     申請履歴一覧は、未送信データや完了済みデータなど必要なものだけを絞り込んで表示す 

ることができます。 

   

     ①表示順 

      履歴一覧の表示項目を選択して、その順番で表示します。 

      例えば、 

申請名順を選択：資格取得届、氏名変更届、転勤届、資格喪失届で分類して表示 

データ作成などの日時の項目順を選択：最新のものから順に表示 

 

     ②データ処理区分選択表示 

      電子申請データの処理状態に応じた一覧を表示します。 

項番 処理状態 内容 

１ 全表示 処理状態に関係なく全項目を表示 

２ 申請保留 保留している電子申請項目を表示 

３ 事務局受領 事務局システムに通知された申請項目を表示 

４ e-Gov送信処理中 事務局システムが処理を開始した申請項目を表示 

５ e-Gov送信済 事務局システムが一括送信した申請項目を表示 

６ 電子申請完了 e-Govシステムで処理が完了した申請項目を表示 
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③検索 

      表示順で選択された項目に対して、検索条件を指定します。 

       ・絞込み指定 ：次の項目に対して文字データの検索を指定します。 

                完全一致：社労士コード、事業所コード 

                部分一致：事業所名、申請名、届出対象者、送信番号、到達番号 

       ・範囲指定  ：日時の項目に対して、先頭と最終の日付範囲を指定します。 

        検索条件の入力後、[検索表示]ボタンをクリックすると結果の一覧が表示されます。 

        ※データ処理区分は検索の対象外となります。 

         上記の「②データ処理区分選択表示」を使用して下さい。 

 

（５）データ処理区分と送信の関係 

  電子申請のやり直しができるかどうかは、データ処理区分の状態により決まります。 

 「事務局受領」の状態であれば、再度の電子申請、あるいは取消しが可能です。 

 「e-Gov送信処理中」以降の状態では、再度の電子申請、あるいは取消しができません。 

  また、この状態のときは、資格取得届、氏名変更届、転勤届、資格喪失届の各届出作成画面の「電 

子申請送信日」に日付が表示されています。 

   

（６）詳細入力 

  送信管理一覧表には、自動的に番号・日付が入力されますが、到達番号は会員が e-Govを確認して 

番号等を入力してください。全てが完了したときには、完了年月日を入力して下さい。 

 

 

※バージョンアップ前に申請した届出の審査結果は e-Govからメールが届きます。 

公文書もe-Govにアクセスして取得してください。 

手続きが完了すれば、「詳

細入力」を押下して、パ

ーソナライズ認証から

「到達番号」「完了年月

日」を確認し入力して下

さい。 

その他参考となる情報を

入力できます。 
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８．雇用保険被保険者情報のテキスト取込 

   他社ソフトから雇用保険被保険者情報を出力、又はExcel等のデータをSaaSの従業員台帳へ取込み 

ます。 

 

 

【取り込み操作方法】 

１）＜事前確認＞として、外部データには事業所コード・従業員コードが必須です。 

 

   

   外部データの事業所コードとSaaSの事業所コードが同一かどうかの確認を行います。 

 

     ＜外部データ＞            ＜SR-SaaS＞ 

      

                       優先 

 

   同一でない場合は、SaaSに合わせる必要があります。SaaSに従業員が登録済みの場合は、従業員 

  コードを合わせるか、又はSaaS側を無視して外部データに合わせるかの確認を行います。 
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２）＜出力・取込手順＞です。 

（１）外部データをCSVファイル(カンマ区切り形式)またはテキストファイル(txt形式)に出力する。 

①他社ソフトから出力する場合は、CSV又はTXT形式を指定し出力して下さい。 

また、出力時に項目名の出力があれば出力指定して下さい。 

②Excelでデータをお持ちであれば保存時にファイルの種類をCSVまたはTXTを指定して出力して 

下さい。 

③出力先はローカルディスクにします。デスクトップに出力されるとテキスト取込時にファイルを読 

むことができません。 

 

（２）外部データに事業所コード・従業員コードを指定する 

   ①事業所コードはSaaSのコードに合わせて下さい。 

 

           

 

②従業員コードは、SaaSに登録されているコードに合わせるか、外部データのコードに合わせるか 

は任意です。SaaS側が未登録であれば無条件に外部データを取り込みます。 

  SaaSに合わせる場合は修正してください。 

            

 

  （３）SR－SAAS・基本台帳メニュー・「17テキスト取込」から被保険者情報を取込む 

    

 

①「参照」より外部データのファイルを指定します。 
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   ②「変換前テキストファイル指定」の項目と「社労夢データ項目」を関連付けをします。 

     ファイル指定をすると、1行目の入力内容が「変換前テキストファイル指定」に表示されます。 

     外部データファイルの1行目に項目名が入力されていれば項目名が表示されます。 

           

 

      項目名が入力されていなくて実データがある場合は、実データが表示されます。 

      何の項目か判断しづらいので項目名を入力することをお勧めします。 

           

     1行目が空白行になっていると空白で表示されますので、必ず1行目には項目名またはデータが 

入るようなデータファイルにして下さい。関連付けた「社労夢データ項目」には＊が付きます。 

 

○関連付け手順 

    ⅰ）必須項目：事業所コード、従業員コード 

 ⅱ）まず、「＜＜自動選択[F3]」で関連付けます。 

クリックすると項目名が同一のものが指定されます。 

  

   関連付くと「変換しない」が項目名に変わります。 

同一項目名でなければ「変換しない」のまま残ります。 

ⅲ）次に１字でも違う場合は、自動では関連付けできませんので、「変換指定[F2]」で一項目ずつ 

   関連付けを行います。 

 

左右の項目をクリックし「変換指定[F2]」を押下します。 
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関連付くと「変換しない」が項目名に変わります。同様に1項目ごとに変換を行っていきます。 

③条件指定 

ⅰ）区切り文字・・・カンマ（、） ・囲み文字・・・・二重引用符 

ⅱ）「２」行目から取り込み 

       実データが何行目から入力されているかを指定します。 

          

  

 

         「２」行目を指定            「３」行目を指定 

ⅲ）オプション「入力済みデータは上書きする」・・・取込内容に応じてチェックを付けます 

        ※ 外部データを優先する場合はチェックを付けます 

      

  ○チェックを付けた場合   

       同一従業員コードが存在するが内容が違う従業員の場合は、SRデータが外部データに上書き 

されてしまいます 

     

 

  

チェックを付けない場合   

  同一従業員コードが存在してもSRデータは更新されません。 

        

 

  

④「実行」 

押下すると下記メッセージが表示されますが無視し「はい」で実行します。 
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３）SR－SAAS・基本台帳メニュー・「３ 従業員名簿」「４ 従業員台帳」で取り込み結果の確認を 

  します 
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９．給与締日・支払日の設定 

   SR-SaaSとは別でソフトを起動し、給与締日や支払日の設定を行います。 

 

（１）「給与締日・支払日設定」の起動 

   ①RemoteAppプログラムの中にある「給与締日・支払日設定」アイコンをクリックします。 

 

②RemoteAppの確認が表示されますので「接続」をクリックします。 

 

 

（２）給与締日・支払日設定画面 

   事業所コード別に給与締切日を設定して保存する画面です。 
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１） 各項目の説明 

各項目は次の項目説明に従って入力してください。 

入力項目 項目の内容 

事業所コード 登録情報を適用させたい事業所コードを入力します。 

事業所名 事業所台帳で登録された事業所名が、事業所コードを入力した際に出力さ

れます。 

支給日コード 任意の数字2桁までを入力します。 

 

[新規の場合] 

選択ボックスには「新規登録」が表示されます。 

[更新の場合] 

選択ボックスには登録済みの支給日名が表示されます。 

 

選択ボックスから直接選択する場合 

「新規登録」を選択すると、左のテキストにフォーカスが移り入力状態に

なります。 

「新規登録」以外を選択した場合は、登録された支給日コードが左のテキ

ストに出力されます。 

支給日名 [新規の場合] 

支給日名を入力してください。20文字まで入力可能です。 

[更新の場合] 

入力した支給日コードを基に登録した支給日名が出力されます。 

締切日 月の締切日を設定します。 

 

[新規の場合] 

月の締切日を入力してください。 

[更新の場合] 

支給日コードを基に登録した締切日が出力されます。 

支給日 選択ボックスで支給日を当月か翌月を選択して、テキストで支給日を入力

します。 

 

更新の場合は、入力した支給日コードを基に支給日の月日が出力されま

す。 

給与月 給与月の設定として締日か支払日どちらかを選択します。 

賃金連動区分 社会保険・雇用保険・労働保険それぞれの支給月を、前月・当月・翌月か

ら選択します。 
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２） 従業員の給与締日選択 

従業員台帳の「従業員情報」タブから、従業員毎に支給日を選択して割り当てます。 
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１０．その他の注意事項 

 （１）SR-SaaSでは、複数のPCで同時に使用することはできません。誰かが使用中に別のＰＣからログイ 

ンすると、後からログインしたＰＣが優先されます。複数の担当者で使用される場合は他の人が使用し 

ていないことを確認して下さい。 

（２）SR-SaaS終了時は、メニュー画面の「終了Esc」から行って下さい。SR-SaaSを閉じて IE画面に 

SR-SaaSのアイコンが残っている場合は、右側の「サインアウト」をクリックし、初めのＩＤ・ＰＷ 

を入力する画面まで戻り終了して下さい。  

（３）電子申請時の従業員の氏名は、全角・半角に関係なく、１２文字までです。それより長い場合は、最 

寄りのハローワークにご確認下さい。用紙により届出するか、備考欄又は添付書類にフルネームで記載 

することで申請可能となります。 

（注意）文字入力の制限については、下記「８．文字入力の制限」に記載しています。 

（４）電子申請の添付ファイルは、デスクトップに保存したものは使用できません。ローカルディスクに保 

存して下さい。添付ファイルは、Word、excel、pdf、一太郎、jpgで作成したものに限られます。 

また、office2007以降の拡張子（.xlsx  .docx）は、使用できません。Office2003以前の拡張子(.xls  .doc) 

で保存して下さい。 

SR-SaaSで入力するとエラーの出る環境依存文字（濵・髙・﨑…等）の氏名をWord/Excel等に添付 

ファイルで正しい漢字を送る場合には添付ファイル名に環境依存文字（濵・髙・﨑…等）を付けると 

e-Govでエラーが出ますので通常使われている漢字（浜・高・崎…等）を使う、もしくは「ひら 

がな」・「カタカナ」でファイル名称を付けて添付ください。 

（５）ＳＲ事務局が e-Govへ送信後の取消には、用紙による「訂正願」をハローワークに提出する必要があ 

りますので、ＳＲ事務局にお申し出下さい。 

（６）電子申請画面で「登録」を押下すると、「事務処理簿」への入力コメントが表示されますので、「事務 

処理簿」を押下して、必要事項を入力して下さい。 

取得届   受託年月日（事業所から依頼を受けた日） 担当職員（会員氏名又は担当者氏名） 

   喪失届   届出年月日（電子申請をＳＲ事務局に送信した日） 

         受理年月日（ＳＲ事務局が e-Govに送信した日） 

         伝達年月日（処理が完了した日）  担当職員（会員氏名又は担当者氏名） 

         離職に関する事項・・離職票No、受領方法，受領年月日、担当者（会員、担当者氏名） 

を入力して下さい。 

（７）委託替又は個別からの委託の場合は、既に雇用保険被保険者としてハローワークに登録されています 

ので、SR-SaaSの電子申請を使用して送信は行わないで下さい。「基本台帳」→「従業員台帳」の右下 

「新規作成」を押下して従業員台帳への登録のみ行って下さい。 
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１１．文字入力の制限について 

 e-Gov電子申請では、入力文字に制限があります。入力内容に使用不可文字が含まれている場合は、 

その文字を別の文字に置き換えて入力する必要があります。 

SR-SaaSの各届出画面で「登録」を押下した時に文字チェックを行っています。使用不可文字が 

入力されているとエラー表示がされますので、使用可能な文字に置き換え、登録・送信を行って下さ 

い。 

なお、添付する書類の内容には特段に制約はありませんので、使用不可文字を使われても問題はあ 

りません。 

（１）入力可能文字として 

 e-Gov電子申請で入力可能な文字は、2バイト文字：JIS X 0208-JIS第一水準漢字、JIS第二水準 

漢字、1バイト文字：JIS X 0201となります。 

 

（２）使用不可文字の例として 

   e-Gov電子申請では、環境依存文字（JIS第 3水準漢字、第 4水準漢字等）及び機種依存文字を正 

しく取り扱うことができません。（以下に代表的なものを記載） 

 

①環境依存文字として 

   濵・髙・﨑・尞・祥、、、 

 

②機種依存文字 

  
 

③添付ファイルの名称の使用不可文字として，次のような文字があります。 

 

   －（全角マイナス）、＿（全角ダッシュ）、//、～、￠、￡、￢ 

   ＜、＞、＃、％、“、｛、｝、｜、￥、＾、[、]、‘、（半角スペース）、（全角スペース） 
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 （３）各届出画面の文字チェックの対象となる項目は次の通りです。 

○基本情報 （ＳＲ事務局で管理していますので、該当する場合にはＳＲ事務局に連絡をお願

いします。） 

   ・法人・団体の名称、フリガナ 

   ・氏名、氏名フリガナ 

   ・住所、住所フリガナ 

・事業所名称 

  ○資格取得届 

   ・被保険者名、フリガナ 

   ・変更前の氏名、フリガナ 

  ○資格喪失届 

   ・被保険者名、フリガナ 

   ・原因（入力時：省略可） 

   ・住所 

   ・電話番号（離職票交付有りの場合） 

  ○氏名変更届 

   ・変更後の氏名、フリガナ 

   ・被保険者名、フリガナ 

   ・住所（入力時：省略可） 

  ○転勤届 

   ・被保険者名、フリガナ 

   ・ローマ字氏名 

   ・転勤前の事業所名 

   ・転勤前の住所 

 ○高齢給付・月額証明書 

   ・被保険者名、フリガナ 

   ・電話番号 

   ・住所 

○育児給付・月額証明書 

   ・被保険者名、フリガナ 

   ・電話番号 

   ・住所 

○介護給付・月額証明書 

   ・被保険者名、フリガナ 

   ・電話番号 

   ・住所 

○個人番号登録・変更届出書 

   ・メモ 
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（４）入力文字数の制限について 

①ＳＲ－Ｓａａｓ・従業員台帳の被保険者氏名（従業員氏名）、フリガナの入力方法 

漢字氏名の入力可能文字数は全角で１５文字、半角で３０文字となっています。 

外国人の様に文字数が多い場合は、半角で入力します。半角入力でも１６文字以上の場合は途中 

で切れますが、フリガナにフルネームを入力してください。 

   フリガナの入力可能文字数は半角３０文字です。 

 

②電子申請時の被保険者氏名（従業員氏名）、フリガナに文字数制限があります。 

被保険者氏名（従業員氏名）は全角・半角関係なく１２文字、フリガナは半角１６文字となって 

います。それより長い場合は、最寄りのハローワークまで申請方法を確認してください。 

     用紙ベースで対応する場合と、「備考欄」又は添付書類にフルネーム記載で電子申請が可能の場合 

と、提出先のハローワークによって対応が違うようです。 
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 （５）環境依存文字の取扱いについて 

  

例）資格取得届 

 

 

 

電子申請で使用できない文字がありますとメッセージ表示されますので、使用可能な文字に 

置き換えます。 髙 → 高  またはカタカナでもＯＫ 「タカ田」「タカダ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


